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目
次壱　

序

弐　

台
湾
社
会
の
変
遷
と
民
法
の
「
夫
婦
姓
氏
規
定
」
に
関
す
る
改
正

一　

台
湾
民
法
の
「
夫
婦
姓
氏
規
定
」
に
関
す
る
改
正

二　

台
湾
社
会
の
変
遷

（
一
）
台
湾
女
性
の
地
位
の
向
上　
　
「
女
の
命
は
軽
い
菜
の
花
の
種
の
よ
う
に
」
か
ら
「
女
性
総
統
」
へ

（
二
）
台
湾
の
家
庭
構
造
の
変
化　
　
「
大
家
族
」
か
ら
「
核
家
族
」
へ

（
三
）
台
湾
人
の
姓
氏
に
対
す
る
観
念
の
変
化　
　
「
同
姓
不
婚
〔
同
じ
姓
を
持
つ
男
女
は
婚
姻
が
で
き
な
い
〕」
か
ら
「
近
親
婚
禁
止
」
へ

参　

台
湾
民
法
の
「
子
の
姓
氏
規
定
」
に
関
す
る
改
正

一　

嫡
出
子
の
姓
氏
規
定
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二
二 

69－4－（名城　'20）

二　

非
嫡
出
子
の
姓
氏
規
定

肆　

結
論

参
考
資
料
　
　
台
湾
法
務
部
に
よ
る
法
令
の
行
政
解
釈
（
八
二
）
法
律
字
第
二
一
二
一
〇
号

　
　
　
壱
　
序

　

一
八
九
四
年
に
日
清
戦
争
が
勃
発
し
、
そ
の
結
果
は
清
朝
の
敗
戦
と
な
り
、
そ
の
後
、
一
八
九
五
年
の
日
清
講
和
条
約
（
下
関
条
約
）

の
調
印
に
よ
っ
て
、
日
本
は
清
朝
か
ら
台
湾
、
澎
湖
諸
島
、
遼
東
半
島
を
割
譲
さ
れ
た
。〔
一
八
九
五
年
か
ら
一
九
四
五
年
ま
で
の
期

間
は
、
台
湾
の
日
本
統
治
時
代
と
称
す
。
一
九
四
五
年
、
日
本
は
敗
戦
の
た
め
、
台
湾
、
及
び
澎
湖
諸
島
の
統
治
権
を
放
棄
し
た
。
ま

た
一
九
四
五
年
か
ら
、
台
湾
は
中
国
国
民
党
政
府
の
統
治
に
入
っ
た
。
故
に
、
台
湾
社
会
は
清
朝
統
治
時
期
か
ら
日
本
統
治
時
期
を
経

て
、
中
国
国
民
党
統
治
時
期
に
な
っ
た
と
い
う
三
段
階
が
あ
る
。〕

　

日
本
に
統
治
さ
れ
る
前
に
、
台
湾
に
は
民
法
典
［
と
い
う
法
概
念
］
が
な
く
、
中
国
大
陸
か
ら
の
移
民
者
及
び
原
住
民
部
族
の
慣
習

を
適
用
す
る
の
み
で
あ
る
。
日
本
統
治
の
初
期
に
、
台
湾
で
施
行
さ
れ
た
民
事
法
律
制
度
は
主
に
台
湾
の
旧
慣
習
に
従
う
と
さ
れ
て
い

た
。
一
九
二
二
（
大
正
一
一
）
年
勅
令
第
四
〇
六
号
の
「
民
事
ニ
関
ス
ル
法
律
ヲ
台
湾
ニ
施
行
ス
ル
ノ
件
」
を
正
式
に
公
布
し
、
日
本

で
施
行
さ
れ
て
い
る
民
法
、
商
法
…
等
の
法
律
を
一
九
二
三
年
一
月
一
日
か
ら
、
台
湾
で
施
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
台
湾
人

と
日
本
人
の
風
俗
習
慣
が
異
な
る
た
め
に
、
一
九
二
二
年
に
公
布
さ
れ
た
「
台
湾
ニ
施
行
ス
ル
法
律
ノ
特
例
ニ
関
ス
ル
件
」
の
勅
令

第
四
〇
七
号
に
よ
り
、「
台
湾
人
の
間
の
み
」
の
親
族
及
び
相
続
事
項
に
つ
い
て
、
日
本
民
法
第
四
編
及
び
第
五
編
の
規
定
を
適
用
し

な
い
と
し
た
。
一
九
四
五
年
、
日
本
は
敗
戦
の
た
め
、
台
湾
、
及
び
澎
湖
諸
島
の
統
治
権
を
放
棄
し
た
。
故
に
、
一
八
九
五
年
か
ら

一
九
四
五
年
ま
で
、
日
本
の
親
族
法
の
規
定
は
、
原
則
と
し
て
台
湾
人
の
間
で
適
用
さ
れ
な
か
っ
た1

。
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一
九
四
五
年
か
ら
、
台
湾
は
中
国
国
民
党
政
府
の
統
治
に
入
る
。
中
国
国
民
党
政
府
は
不
平
等
条
約
を
廃
止
し
、
外
国
の
領
事
裁
判

権
を
取
り
消
す
た
め
に
、
一
九
二
九
年
か
ら
一
九
三
〇
年
に
、
中
国
伝
統
の
法
律
を
廃
棄
し
、
立
法
の
形
式
は
西
洋
の
民
法
を
継
受
し

た
。
こ
の
中
国
大
陸
の
南
京
で
制
定
さ
れ
た
民
法
典
は
、
一
九
四
五
年
か
ら
台
湾
で
の
適
用
が
始
ま
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
四
九
年
か

ら
、中
国
共
産
党
の
中
国
大
陸
の
統
治
に
よ
り
、国
民
党
が
制
定
し
た
一
切
の
法
律
（
民
法
も
含
め
て
）
は
廃
棄
さ
れ
た2

。
そ
れ
に
よ
っ

て
、〔
現
在
の
〕
中
国
大
陸
と
台
湾
に
お
い
て
、
施
行
さ
れ
て
い
る
民
法
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
中
国
大
陸
の
民
法
と
区
別
し
、

且
つ
論
述
上
の
便
宜
を
図
る
た
め
、
以
下
で
は
、
南
京
で
制
定
さ
れ
、
現
在
の
台
湾
で
施
行
さ
れ
て
い
る
民
法
典
を
台
湾
民
法
と
称
す
。

　

台
湾
民
法
は
ド
イ
ツ
民
法
、
日
本
民
法
、
ス
イ
ス
民
法
と
債
法
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
〔
等
の
諸
外
国
法
〕
を

混
合
継
受
し
た
。
法
典
の
編
成
は
、
一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
の
パ
ン
デ
ク
テ
ン
体
系
（Pandektensystem

）
の
五
編
制
が
採
用
さ
れ
、

民
法
総
則
編
、
債
編
、
物
権
編
、
親
族
編
及
び
相
続
編
の
順
に
並
ぶ
。

　

姓
氏
に
関
す
る
問
題
は
、
台
湾
民
法
の
親
族
編
に
規
定
さ
れ
、
二
つ
の
部
分
か
ら
成
る
。
一
つ
目
は
、
夫
婦
の
称
す
る
姓
で
あ
り
、

二
つ
目
は
、
子
の
称
す
る
姓
で
あ
る
。
前
者
は
婚
姻
効
力
の
中
の
身
分
上
の
効
力
に
属
し
、
後
者
は
父
母
と
子
の
関
係
に
属
す
る
。
夫

婦
の
称
す
る
姓
は
、
往
々
に
し
て
子
の
称
す
る
姓
に
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
、
非
常
に
重
要
で
あ
る
。

　
　
　
弐
　
台
湾
社
会
の
変
遷
と
民
法
の
「
夫
婦
姓
氏
規
定
」
に
関
す
る
改
正

　
　
一
　
台
湾
民
法
の
「
夫
婦
姓
氏
規
定
」
に
関
す
る
改
正

　

一
九
三
〇
年
に
公
布
さ
れ
た
民
法
の
第
一
〇
〇
〇
条
は
、「
妻
は
そ
の
本
姓
の
前
に
夫
の
姓
を
冠
す
る
。
入
夫
は
そ
の
本
姓
の
前
に

妻
の
姓
を
冠
す
る
。
た
だ
し
当
事
者
間
に
別
段
の
合
意
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。」
と
規
定
し
て
い
た
。
こ
の
条
文
は

一
九
九
八
年
五
月
二
八
日
に
、
以
下
の
よ
う
に
改
正
さ
れ
た
。
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「
夫
婦
は
、
各
自
の
本
姓
を
維
持
す
る
。
但
し
書
面
で
そ
の
本
姓
に
配
偶
者
の
姓
を
冠
す
る
こ
と
を
約
定
し
、
こ
れ
を
戸
籍
管
理
機

関
に
登
記
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
冠
姓
の
一
方
は
い
つ
で
も
そ
の
本
姓
を
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
同
一
婚
姻
関
係
存
続

中
、
一
回
を
限
り
と
す
る3

。」

　

第
一
〇
〇
〇
条
の
規
定
の
改
正
理
由
は
、「
1
．
旧
条
文
は
妻
が
夫
の
姓
を
冠
す
る
こ
と
が
原
則
で
あ
る
が
、
こ
の
規
定
は
、
男
女

平
等
の
原
則
に
違
反
す
る
の
み
な
ら
ず
、
戸
籍
の
記
載
及
び
使
用
す
る
資
格
証
明
書
、
印
鑑
、
証
明
書
等
い
ず
れ
も
が
冠
姓
の
た
め
に

新
た
に
更
新
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
徒
に
煩
し
さ
を
増
や
し
て
い
る
。
故
に
夫
婦
は
冠
姓
を
原
則
と
せ
ず
、
且
つ
冠
姓
の
一
方
は
ま
た

い
つ
で
も
そ
の
本
姓
に
復
す
こ
と
が
で
き
る
と
改
正
す
る
。
2
．
入
夫
婚
制
度
を
廃
止
す
る
。
婚
姻
は
二
人
が
共
同
生
活
し
、
お
互
い

を
扶
助
す
る
た
め
の
制
度
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
嫁
取
と
婿
取
を
区
別
す
べ
き
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
観
念
を
破
棄
す
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
入
夫
婚
制
度
の
存
在
は
、
男
女
平
等
の
見
せ
か
け
と
口
実
を
与
え
る
に
す
ぎ
ず
、
こ
れ
も
破
棄
す
べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
。

　
　
二
　
台
湾
社
会
の
変
遷

　

婚
姻
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
夫
婦
一
体
主
義
と
夫
婦
別
体
主
義
の
二
つ
の
立
法
モ
デ
ル
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
所
謂
夫
婦
一
体

主
義
と
は
、
法
律
上
夫
婦
を
一
体
と
見
、
妻
の
人
格
は
夫
の
人
格
に
吸
収
さ
れ
、
妻
の
人
格
は
消
滅
し
、
夫
権
の
支
配
に
絶
対
的
に
服

従
す
る
。
ま
た
妻
は
権
利
能
力
が
な
く
、
財
産
を
有
す
る
能
力
が
な
く
、
行
為
無
能
力
者
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
他
方
夫
婦
別
体
主

義
と
は
、
法
律
が
妻
と
夫
は
平
等
の
地
位
に
立
つ
こ
と
を
認
め
る
こ
と
を
指
す
。
夫
婦
は
各
自
独
立
す
る
人
格
を
有
し
、
妻
は
財
産
を

有
す
る
能
力
を
も
ち
、
ま
た
行
為
能
力
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
の
で
、
夫
婦
は
相
互
の
間
で
、
法
律
又
は
契
約
の
み
に
よ
り
、
権
利
義
務

関
係
を
発
生
す
る
。
中
国
の
旧
律
は
、
夫
婦
一
体
主
義4

を
採
用
し
て
お
り
、
明
ら
か
に
男
女
平
等
の
原
則
に
違
反
す
る
た
め
に
、
中
国

国
民
党
政
府
は
一
九
三
〇
年
に
南
京
で
民
法
典
を
制
定
し
た
と
き
に
、
毅
然
と
し
て
夫
婦
別
体
主
義
に
変
更
し
た5

。

　

中
国
国
民
党
政
府
は
、
男
女
平
等
の
原
則
に
基
づ
い
て
、
夫
婦
別
体
主
義
を
採
用
し
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
夫
婦
の
姓
氏
を
規
定
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す
る
時
に
、夫
婦
各
自
に
本
姓
を
使
用
さ
せ
て
こ
そ
、男
女
平
等
の
原
則
を
貫
徹
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、中
国
伝
統
の
慣
習
か
ら
、

妻
が
そ
の
本
姓
に
夫
の
姓
を
冠
す
る
な
ら
、
妻
は
本
姓
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
夫
も
改
姓
す
る
必
要
が
な
く
、
且
つ
実
行
の

簡
便
さ
か
ら
、
民
法
第
一
〇
〇
〇
条
に
「
妻
は
そ
の
本
姓
に
、
夫
の
姓
を
冠
す
る
」
と
定
め
た6

。
ま
た
男
女
平
等
を
示
す
た
め
に
、「
入

夫
は
そ
の
本
姓
に
妻
の
姓
を
冠
す
る
」
と
も
定
め
た
。
当
事
者
の
意
思
を
尊
重
す
る
た
め
に
、
夫
婦
間
の
合
意
に
よ
り
、
妻
は
夫
の
姓

を
冠
し
な
い
こ
と
ま
た
は
、
入
夫
は
妻
の
姓
を
冠
し
な
い
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
故
に
「
た
だ
し
当
事
者
間
に
別
段
の

合
意
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い7

」
と
い
う
但
し
書
き
を
加
え
て
例
外
を
定
め
て
い
る
。

　

中
国
国
民
党
政
府
は
一
九
三
〇
年
に
親
族
法
を
作
成
し
た
と
き
に
、
男
女
平
等
の
原
則
を
主
張
し
た
が
、
夫
婦
の
姓
氏
に
関
す
る
規

定
を
作
っ
た
と
き
に
、
こ
の
原
則
を
貫
徹
す
る
こ
と
が
で
き
ず
。
中
国
の
伝
統
慣
習
に
従
い
、
妻
は
本
姓
に
夫
の
姓
を
冠
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
中
国
大
陸
社
会
の
、「
男
尊
女
卑
〔
男
性
を
重
く
み
て
、
女
性
を
軽
ん
じ
る
こ
と
〕
の
伝

統
観
念
」
の
根
深
さ
が
窺
い
知
れ
る
。
中
国
大
陸
に
生
ま
れ
、
台
湾
の
最
高
法
院
の
裁
判
官
で
あ
っ
た
呉
明
軒
裁
判
官
は
、
一
九
七
九

年
に
発
表
し
た
文
章
の
中
で
、
台
湾
の
司
法
行
政
部
が
公
表
し
た
「
民
法
親
族
編
改
正
草
案
初
稿
」
に
対
し
て
、
反
対
の
意
思
を
示
し

た
。
呉
裁
判
官
は
、
親
族
法
は
固
有
の
国
情
民
俗
を
重
視
す
べ
き
で
、
国
内
の
民
俗
と
合
わ
な
い
外
国
の
法
例
を
取
り
入
れ
る
べ
き
で

は
な
い
と
し
て
お
り
、
民
法
親
族
編
改
正
草
案
初
稿
は
、
形
式
上
の
男
女
平
等
を
強
要
す
る
の
み
で
あ
り
、
悪
い
結
果
が
生
じ
る
恐
れ

が
あ
る
た
め
、
改
正
を
行
わ
な
い
方
が
よ
い
と
主
張
し
た8

。

　

し
か
し
、
法
律
は
安
定
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
不
変
で
い
る
こ
と
は
で
き
な
い9

。
民
法
第
一
〇
〇
〇
条
の
規
定
は
、
台
湾

の
学
者
に
、「
夫
権
主
義
の
跡
が
残
る
」、
ま
た
夫
婦
不
平
等
と
批
判
さ
れ
た11

。
台
湾
の
女
性
民
法
学
者
は
、
妻
が
本
姓
に
夫
の
姓
を
冠

す
る
規
定
に
対
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
疑
義
を
提
起
し
た
。
な
ぜ
夫
の
本
姓
に
妻
の
姓
を
冠
す
る
の
で
は
な
く
、
妻
の
本
姓
に
夫
の
姓

を
冠
す
る
こ
と
に
な
る
の
か11

？
た
と
え
ば
上
官
美
鳳
が
欧
陽
俊
龍
に
嫁
ぐ
と
、
欧
陽
上
官
美
鳳
と
な
る
。
も
し
夫
が
死
亡
又
は
離
婚
し

た
場
合
に
、
台
湾
民
法
は
本
姓
に
復
す
る
規
定
が
な
い
た
め
に
、
欧
陽
上
官
美
鳳
が
司
馬
昭
明
と
再
婚
し
た
場
合
、
司
馬
欧
陽
上
官
美
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鳳
と
な
る
。
妻
の
姓
は
複
雑
に
な
り
、
容
易
に
妻
に
混
乱
を
も
た
ら
す
。
特
に
高
等
教
育
を
受
け
、
社
会
で
各
種
の
活
動
に
従
事
し
、

高
い
知
名
度
を
有
す
る
女
性
は
そ
の
本
姓
に
夫
の
姓
を
冠
す
る
規
定
を
よ
り
一
層
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
夫
婦
は

常
に
民
法
第
一
〇
〇
〇
条
但
し
書
き
を
引
用
し
、
各
自
の
婚
姻
前
の
姓
を
維
持
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
。
つ
ま
り
、
妻
は
夫
の
姓
を
冠

し
な
い
こ
と
に
す
る
。
そ
の
た
め
、
民
法
第
一
〇
〇
〇
条
の
前
段
の
原
則
の
規
定
を
適
用
す
る
者
は
少
な
く
、
民
法
第
一
〇
〇
〇
条
の

但
し
書
き
の
例
外
規
定
を
適
用
す
る
者
が
多
い
の
で
、
法
律
と
社
会
の
食
い
違
い
と
い
う
現
象
が
生
じ
て
い
た11

。

　

ま
た
、昔
か
ら
台
湾
社
会（
主
に
漢
民
族
）に
は
、重
男
軽
女〔
男
性
を
重
く
み
て
、女
性
を
軽
ん
じ
る
〕と
い
う
観
念
が
あ
っ
た
た
め
に
、

代
々
家
を
継
い
で
い
く
こ
と
や
先
祖
を
祀
る
こ
と
は
男
し
か
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
の
た
め
女
の
子
が
何
人
い
て
も
、
た
だ
一

人
の
男
の
子
の
跡
継
ぎ
を
求
め
る
た
め
に
、
ひ
た
す
ら
子
を
作
る
こ
と
に
な
り
、
人
口
の
膨
張
と
過
密
の
原
因
と
な
る
。
一
九
八
〇
年

代
の
台
湾
の
行
政
院
衛
生
署
は
、
子
が
母
の
姓
を
称
す
る
こ
と
に
よ
り
、
女
性
も
家
を
継
い
だ
り
、
先
祖
を
祀
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
れ
ば
、
人
口
膨
張
の
問
題
も
か
な
り
緩
和
で
き
る
と
判
断
し
た11

。
そ
の
た
め
当
時
の
民
法
の
姓
氏
に
関
す
る
規
定
の
改
正
は
、
法

律
家
の
重
大
責
任
と
な
っ
た
。
一
九
九
八
年
の
民
法
の
改
正
時
に
男
女
平
等
原
則
が
貫
徹
さ
れ
、
夫
婦
各
自
が
本
姓
を
維
持
で
き
る
こ

と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
理
由
は
社
会
の
変
遷
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
台
湾
女
性
の
地
位
の
向
上
、
台
湾
の
家
庭
構
造
の
変
化
、
台
湾
人
の

姓
氏
に
対
す
る
観
念
の
変
化
で
あ
っ
た
。
以
下
は
そ
の
説
明
を
す
る
。

（
一
）
台
湾
女
性
の
地
位
の
向
上
　
　「
女
の
命
は
軽
い
菜
の
花
の
種
の
よ
う
に
」
か
ら
「
女
性
総
統
」
へ

　

こ
こ
で
は
三
段
階
に
分
け
て
、
台
湾
女
性
の
地
位
を
説
明
す
る
。
そ
れ
は
一
八
九
五
年
ま
で
の
清
朝
統
治
時
期
、
一
八
九
五
年
か
ら

一
九
四
五
年
ま
で
の
日
本
統
治
時
期
、
一
九
四
五
か
ら
現
在
ま
で
で
あ
る
。

1
．
清
朝
統
治
時
期11

　

台
湾
は
清
朝
統
治
の
期
間
は
父
権
社
会
及
び
農
業
経
済
社
会
で
あ
り
、
女
性
は
先
祖
祭
祀
等
の
能
力
を
有
せ
ず
、
ま
た
農
作
業
の
主
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要
労
働
力
で
も
な
い
た
め
、
家
の
中
に
地
位
が
な
い
［
口
出
し
で
き
な
い
］。
故
に
家
の
経
済
が
悪
化
す
る
場
合
に
は
、
女
性
を
商
品

と
し
て
、
売
買
ま
た
は
抵
当
の
方
式
に
よ
り
、
他
人
の
養
女
、
下
女
、
嫁
に
し
、
時
に
遊
女
に
さ
え
し
た
。
女
性
は
家
族
の
中
で
の
地

位
を
得
る
た
め
に
、
婚
姻
を
し
て
子
供
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
伝
統
社
会
に
お
い
て
、
女
性
の
命
は
「
子
供
作
り
〔
祭
祀
が
で

き
る
男
と
子
を
作
れ
る
女
を
生
む
〕」
と
緊
密
な
繋
が
り
が
あ
る
。
さ
ら
に
纏
足
で
あ
っ
た
た
め
体
の
行
動
が
不
便
と
な
り
、
一
般
的

に
教
育
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
、
知
識
と
技
能
を
学
習
す
る
た
め
の
す
べ
が
な
い
等
の
原
因
で
、「
良
妻
賢
母
」
と
い
う
観
念
に
束
縛

さ
れ
、
活
動
空
間
は
家
庭
だ
け
と
い
う
伝
統
女
性
が
圧
倒
的
多
数
で
あ
っ
た
時
代
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
女
の
命
は
軽
い
菜
の
花
の
種

の
よ
う
に
」
で
あ
り
、
伝
統
女
性
が
生
ま
れ
た
時
か
ら
死
ぬ
ま
で
運
命
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
軽
い
菜
の
花
の
種
の
よ
う
に
、

ど
こ
に
飛
ば
さ
れ
、
ど
こ
に
落
ち
よ
う
と
、
境
遇
に
安
ん
じ
て
生
き
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
嫁
ぐ
前
に
は
父
に
従
い
，

嫁
し
て
は
夫
に
従
い
，
夫
死
し
て
は
子
に
従
う
」
と
い
う
人
生
モ
デ
ル
に
従
い
、
一
生
傍
に
い
る
男
性
の
期
待
ど
お
り
に
生
き
続
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

2
．
日
本
統
治
時
期

　

台
湾
女
性
は
纏
足
と
い
う
陋
習
に
よ
り
、
行
動
が
不
便
と
な
り
、
外
へ
出
て
教
育
を
受
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
た
め
、
台
湾
女
性

の
発
展
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
日
本
統
治
時
期
に
は
、
一
九
一
五
年
四
月
に
保
甲
制
度
を
通
じ
て
、
公
権
力
に
よ
り
纏
足
か
ら
の
解

放
運
動
を
全
面
的
に
推
進
し
た
。
さ
ら
に
政
府
の
宣
伝
と
社
会
の
指
導
者
階
層
が
強
力
に
吹
聴
し
た
た
め
、
女
子
児
童
の
「
公
学

校
」
に
入
学
す
る
割
合
が
日
々
高
ま
り
、
一
九
一
九
年
の
七
・
三
六
％
か
ら
一
九
四
三
年
の
六
〇
・
八
五
％
ま
で
上
昇
し
た
。
そ
し
て

一
九
一
九
年
公
布
の
「
台
湾
教
育
令
」
に
よ
り
、
彰
化
及
び
台
南
の
二
つ
の
台
湾
女
性
を
専
門
に
募
集
す
る
高
等
女
学
校
が
設
立
さ
れ

た
。
一
九
二
二
年
公
布
の
「
改
正
台
湾
教
育
令
」
に
よ
り
、
中
等
以
上
の
教
育
機
関
は
台
湾
人
と
日
本
人
の
扱
い
の
区
別
を
廃
止
し
、

共
学
へ
と
開
放
す
る
と
明
文
で
規
定
さ
れ
た
。「
纏
足
か
ら
の
解
放
」
と
「
教
育
を
受
け
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
、
台
湾
女
性
の
職
業
領

域
が
拡
張
さ
れ
、多
く
の
有
能
な
女
性
が
公•

私
立
機
関
に
就
職
す
る
こ
と
が
で
き
、社
会
で
の
活
動
及
び
役
割
が
日
々
広
く
な
っ
た
。
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医
学
、
看
護
、
教
育
、
音
楽
、
芸
術
等
の
専
門
訓
練
を
受
け
る
女
性
が
徐
々
に
増
え
て
、
且
つ
各
専
門
領
域
で
就
職
し
た
こ
と
で
、
人
々

の
助
け
と
な
り
、
社
会
へ
の
貢
献
を
し
た
。
例
え
ば
、
台
湾
民
主
運
動
家
の
林
獻
堂
は
一
九
三
一
年
六
月
一
三
日
の
日
記
の
中
で
、
台

湾
初
の
女
性
医
師
―
蔡
阿
信
（
一
八
九
九
―
一
九
九
〇
，
臺
北
人
）
と
そ
の
新
築
さ
れ
た
清
信
病
院
の
こ
と
や
、
女
性
声
楽
家
の
林
秋

錦
（
一
九
〇
九
―
二
〇
〇
〇
，
臺
南
人
）
の
一
九
三
四
年
八
月
の
台
北
医
学
専
門
学
校
の
大
講
堂
で
の
公
演
を
記
録
し
て
い
る
。

3
．
現
在
の
台
湾
社
会

　

台
湾
経
済
の
発
展
と
共
に
、
高
等
教
育
を
受
け
る
人
が
日
々
増
え
た
た
め
、
台
湾
人
の
観
念
も
次
第
に
開
放
的
に
な
り
、
重
男
軽
女

の
考
え
方
も
徐
々
に
弱
ま
っ
た
。
女
性
は
男
性
と
同
じ
教
育
を
受
け
る
機
会
を
取
得
し
、
ま
た
各
職
場
で
の
女
性
の
優
秀
な
行
い
の
お

か
げ
で
、
台
湾
社
会
に
お
け
る
女
性
の
地
位
は
高
ま
っ
た
。
二
〇
一
七
年
四
月
一
八
日
の
台
湾
司
法
院
の
統
計
資
料
に
よ
り
、
全
国
計

二
〇
五
八
の
裁
判
官
の
中
で
、
男
性
裁
判
官
は
一
〇
六
六
名
、
女
性
裁
判
官
は
九
九
二
名
で
、
男
女
の
割
合
は
五
二
：
四
八
で
あ
り
、

女
性
裁
判
官
の
数
が
男
性
裁
判
官
を
越
え
る
法
院
も
存
在
し
て
い
る
。
例
え
ば
台
湾
の
高
等
法
院
（
各
分
院
は
含
ま
な
い
）
に
お
け
る

男
女
裁
判
官
の
数
は
男
八
九
人
、
女
九
五
人
、
男
女
の
割
合
は
四
八
：
五
二
と
な
る
。
ま
た
全
国
女
性
裁
判
官
の
数
が
男
性
裁
判
官
よ

り
多
い
上
位
五
か
所
は
、
新
竹
地
方
法
院
、
基
隆
地
方
法
院
、
台
北
地
方
法
院
、
台
南
地
方
法
院
、
新
北
地
方
法
院
で
あ
る
。
成
績
優

秀
者
が
、
優
先
的
に
台
湾
の
北
部
ま
た
は
、
大
都
会
に
あ
る
法
院
へ
配
置
さ
れ
る
台
湾
の
司
法
官
派
遣
の
慣
習
か
ら
考
え
る
と
、
女
性

裁
判
官
の
仕
事
ぶ
り
は
男
性
と
比
べ
て
も
遜
色
な
く
、
む
し
ろ
男
性
よ
り
優
秀
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　

ま
た
考
選
部
の
統
計
資
料
に
よ
る
と
、
近
年
の
女
性
弁
護
士
の
合
格
人
数
は
男
性
と
肩
を
並
べ
る
傾
向
が
あ
る
。
男
性
の
合
格
者
数

は
実
際
に
は
女
性
よ
り
多
い
が
、
女
性
の
合
格
率
は
男
性
よ
り
高
く
、
平
均
合
格
年
齢
も
男
性
よ
り
か
な
り
若
い
。
男
性
は
兵
役
の
問

題
が
あ
り
、
弁
護
士
試
験
を
準
備
す
る
こ
と
は
女
性
よ
り
一
層
の
困
難
が
あ
る
。
そ
し
て
実
際
に
弁
護
士
免
許
を
持
つ
者
は
、
法
務
部

検
察
司
の
統
計
資
料
に
よ
る
と
、
女
性
は
二
八
五
九
人
、
男
性
は
七
三
三
三
人
で
あ
る
。
た
だ
こ
れ
は
外
国
の
弁
護
士
で
台
湾
で
仕
事

を
す
る
者
を
含
め
た
デ
ー
タ
で
あ
る
。
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現
代
の
台
湾
女
性
は
、
一
般
的
に
高
等
教
育
を
受
け
、
各
領
域
で
の
専
門
知
識
と
能
力
を
持
ち
、
社
会
活
動
に
積
極
的
に
参
加
し
、

社
会
の
各
分
野
に
対
し
相
当
な
貢
献
も
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
た
め
に
尊
敬
さ
れ
、〔
相
当
な
社
会
〕
影
響
力
も
手
に
入
れ
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
二
〇
一
六
年
に
蔡
英
文
教
授
が
台
湾
総
統
に
当
選
し
、
台
湾
初
の
女
性
総
統
と
な
っ
た11

。
蔡
英
文
は
、
台
湾

大
学
法
律
学
系
を
卒
業
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
ロ
ン
ド
ン
・
ス
ク
ー
ル
・
オ
ブ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
で
学
を
極
め
、
法
学
博
士
の
学
位
を
取
得

し
た
、
傑
出
し
た
台
湾
女
性
の
代
表
で
あ
る
。

〔
以
上
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、〕
台
湾
民
法
の
姓
氏
規
定
に
関
す
る
改
正
は
、
現
代
の
台
湾
女
性
の
実
力
を
忠
実
に
反
映
し
た
も
の

で
あ
り
、
台
湾
は
両
性
平
等
の
原
則
を
実
施
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

（
二
）
台
湾
の
家
庭
構
造
の
変
化
　
　「
大
家
族
」
か
ら
「
核
家
族
」
へ

1
．
中
国
国
民
党
政
府
は
、
男
女
平
等
の
原
則
に
基
づ
い
て
、
夫
婦
別
体
主
義
を
採
用
し
た
。
し
か
し
夫
婦
の
姓
氏
を
規
定
す
る
と
き

に
、
中
国
の
伝
統
慣
習
に
従
い
、
妻
は
本
姓
に
夫
の
姓
を
冠
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
よ
う
な
規
定
は
一
九
三
〇
年
か
ら
一
九
四
九
年

ま
で
の
中
国
大
陸
に
い
た
時
期
に
は
、
特
に
重
大
な
問
題
が
生
じ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
当
時
の
中
国
大
陸
の
ほ
と
ん
ど
の
地
域
は
ま
だ

伝
統
的
な
農
業
社
会
に
あ
り
、
大
方
の
国
民
は
農
村
で
暮
ら
し
、
家
族
全
員
は
三
合
院
（
さ
ん
ご
う
い
ん
）
や
四
合
院
〔
と
い
う
大
家

族
専
用
の
伝
統
住
宅
〕
に
生
活
し
て
い
る
た
め
、
伝
統
的
な
家
族
観
念
が
濃
厚
で
、「
大
家
族
」
が
強
調
さ
れ
る
社
会
で
あ
っ
た11

。

2
．
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
中
国
の
大
家
族
制
度
に
は
、
三
つ
弊
害
が
あ
る
。
一
つ
目
は
経
済
上
の
弊
害
で
あ
り
、
家
族
単
位
の
財
産

共
有
制
度
で
生
じ
る
、
生
産
者
は
少
な
い
が
、
食
べ
る
者
が
多
い
と
い
う
こ
と
、
二
つ
目
は
政
治
上
の
弊
害
で
あ
り
、
国
を
愛
す
る
よ

り
、
家
族
を
愛
す
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
家
族
が
生
き
延
び
る
こ
と
が
大
事
に
さ
れ
る
一
方
で
、
国
の
興
亡
を
軽
視
す
る
こ
と
で
あ
り
、

三
つ
目
は
社
会
上
の
弊
害
で
あ
り
、
嫁
姑
問
題
、
嫁
と
小
姑
や
兄
嫁
と
弟
嫁
の
間
の
争
い
が
避
け
ら
れ
な
い
…
等
で
あ
る11

。
今
日
の
台

湾
社
会
は
、
商
工
業
の
発
達
に
よ
り
、
都
市
に
人
口
が
集
中
し
、
マ
ン
シ
ョ
ン
に
住
む
人
が
多
く
、
ま
た
女
性
は
男
性
と
同
じ
く
、
個
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人
と
し
て
、大
量
に
積
極
的
に
就
職
市
場
に
参
入
し
、様
々
な
社
会
活
動
に
参
加
し
、次
第
に
「
核
家
族
」
へ
と
発
展
し
た
。「
大
家
族
」

か
ら
「
核
家
族
」
へ
の
発
展
に
よ
り
、伝
統
の
家
父
長
の
権
威
が
色
あ
せ
て
ゆ
き
、「
個
人
主
義
」、「
自
由
主
義
」
が
徐
々
に
台
頭
し
た
。

男
尊
女
卑
と
い
う
意
見
も
な
く
な
り
つ
つ
あ
り11

、「
両
性
平
等
」
の
主
張
は
既
に
主
流
意
見
と
な
っ
て
い
る
。

（
三
）
台
湾
人
の
姓
氏
に
対
す
る
観
念
の
変
化
　
　「
同
姓
不
婚〔
同
じ
姓
を
持
つ
男
女
は
婚
姻
が
で
き
な
い
〕」か
ら「
近
親
婚
禁
止
」
へ

1
．
同
姓
不
婚
〔
同
じ
姓
を
持
つ
男
女
は
婚
姻
が
で
き
な
い
〕

　

旧
石
器
時
代
に
は
、
数
十
人
が
雑
居
し
、
生
ま
れ
て
き
た
子
供
は
、
母
が
分
か
っ
て
も
、
父
を
知
る
こ
と
が
で
き
ず
、
姓
氏
と
い
う

観
念
が
な
か
っ
た
。
新
石
器
時
代
に
入
り
、
人
類
は
近
親
婚
は
奇
形
児
が
生
ま
れ
や
す
く
、
子
の
発
育
と
知
能
に
影
響
す
る
こ
と
に
気

づ
き
、
同
族
の
男
女
が
結
婚
す
る
こ
と
を
避
け
、
同
族
で
な
い
男
女
な
ら
結
婚
で
き
る
と
し
た
。
故
に
氏
族
を
区
別
す
る
こ
と
は
と
て

も
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
最
初
は
「
象
形
記
号
」
を
使
っ
て
氏
族
を
区
別
し
た
が
、
こ
れ
は
ト
ー
テ
ム
と
称
し
、
文
字
の
発
明
の
後
は
、

姓
と
称
し
た
（
鳳
、
柏
、
龍
、
烏
等
の
姓
は
ト
ー
テ
ム
か
ら
生
じ
た
）。
つ
ま
り
姓
と
は
、
血
縁
団
体
を
示
す
た
め
の
標
識
で
、
男
女

が
結
婚
で
き
る
か
ど
う
か
を
決
定
し
、
且
つ
そ
の
子
孫
の
帰
属
の
標
示
で
も
あ
る
。

　

姓
は
母
系
社
会
か
ら
生
じ
た
も
の
で
、
最
初
の
姓
は
、
全
て
女
偏
を
付
け
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
姜
、
姚
、
姬
、
嬴
、
嫪
、
妃
、
婭
、
媧
、

婢
、
嬉
、

、
妊
、
妤
、
娰
、

等
で
あ
る
。
こ
の
時
代
に
お
い
て
は
、
子
は
母
方
に
属
し
、
母
親
の
姓
を
自
己
の
姓
に
し
た
。
姓
と

い
う
漢
字
は
女
と
生
か
ら
な
り
、
そ
の
意
味
と
し
て
は
、
同
じ
女
性
の
先
祖
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る11

。
そ
し
て
今
か
ら
五
〇
〇
〇
年
か

ら
四
〇
〇
〇
年
前
の
間
に
、父
系
社
会
へ
と
発
展
し
、男
性
は
経
済
と
社
会
の
支
配
的
な
地
位
を
手
に
入
れ
て
、妻
は
夫
の
住
所
に
住
み
、

一
夫
一
妻
又
は
一
夫
多
妻
が
生
じ
、
子
は
自
分
の
母
を
知
る
の
み
で
は
な
く
、
父
も
知
る
こ
と
に
な
る
。
人
口
増
加
は
、
新
た
な
氏
族

を
生
み
、
新
氏
族
は
新
た
な
標
識
―
―
氏
を
使
用
し
た
。
そ
の
た
め
氏
は
姓
か
ら
わ
か
れ
た
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
。《
通
鑑•

外
紀
》

に
は
、「
姓
は
、
そ
の
先
祖
が
出
発
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
元
で
あ
り
、
氏
は
、
そ
の
子
孫
が
分
か
れ
て
広
が
っ
た
も
の
で
あ
る
。」
と
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書
く
。
さ
ら
に
司
馬
遷
は
史
記
を
書
い
た
と
き
に
、
姓
と
氏
を
一
つ
に
し
、
姓
氏
と
称
し
、
姓
氏
の
作
用
は
血
統
を
区
別
し
、
婚
姻
で

き
る
か
否
か
を
決
定
し
、
他
の
動
物
と
区
別
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
姓
氏
は
「
禽
獣
と
異
な
り
、
婚
姻
を
別
に
す
」
を
示
す
も
の

と
し
た11

。

2
．
近
親
婚
の
禁
止

　

戦
争
と
人
口
移
動
の
原
因
で
、
同
じ
姓
氏
を
有
し
て
も
、
血
縁
関
係
は
薄
い
者
が
お
お
く
な
る
。
故
に
、
姓
氏
は
血
縁
関
係
を
弁
識

す
る
方
法
と
は
言
え
な
く
な
っ
た
。
一
九
三
〇
年
に
中
国
国
民
党
政
府
が
民
法
典
を
制
定
し
た
と
き
に
、「
同
姓
不
婚
〔
同
じ
姓
を
持

つ
者
の
間
で
、
婚
姻
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
〕」
の
制
度
を
廃
止
し
、
西
洋
国
家
の
「
近
親
婚
禁
止
」
の
制
度
を
導
入
し
た
。
同
姓
不

婚
の
年
代
に
お
い
て
、
姓
氏
は
血
統
を
代
表
し
、
同
じ
姓
を
持
つ
こ
と
は
、
同
じ
先
祖
、
同
じ
血
縁
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
た
め
、

婚
姻
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
つ
ま
り
、
姓
氏
は
「
婚
姻
で
き
る
か
否
か
の
基
準
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
近
親
婚
禁
止
の
制

度
の
下
で
は
、
姓
氏
は
も
は
や
「
婚
姻
で
き
る
か
否
か
の
基
準
」
で
は
な
く
、
た
だ
「
個
人
の
呼
称
」、「
個
人
を
弁
識
す
る
方
法
に
す

ぎ
ず
」、
姓
名
権
は
人
格
権
の
一
種
に
属
す
る
も
の
で
あ
る11

。

　
　
　
参
　
台
湾
民
法
の
「
子
の
姓
氏
規
定
」
に
関
す
る
改
正

　
一
　
嫡
出
子
の
姓
氏
規
定

（
一
）
一
九
三
〇
年
に
制
定
さ
れ
た
民
法
は
、
第
一
〇
〇
〇
条
が
、「
妻
は
そ
の
本
姓
に
夫
の
姓
を
冠
す
る
」
と
定
め
る
。
故
に
第

一
〇
五
九
条
第
一
項
は
「
子
は
父
の
姓
に
従
う
」
と
定
め
る
。
そ
れ
は
、
伝
統
の
父
系
社
会
に
お
い
て
、
先
祖
を
継
い
で
い
く
た
め
に
、

子
が
父
の
姓
に
従
う
こ
と
は
、
不
変
の
道
理
だ
か
ら
で
あ
る
。
第
一
〇
五
九
条
第
二
項
が
「
入
夫
の
子
は
母
の
姓
に
従
う
。
但
し
別
に

約
定
あ
る
な
ら
、
そ
の
約
定
に
従
う
。」
と
定
め
る
の
は
、
た
だ
「
男
女
平
等
の
意
味
を
宣
言
す
る
た
め
」
に
す
ぎ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
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入
夫
婚
は
例
外
的
な
婚
姻
方
式
で
あ
り
、
数
は
少
な
く
、
さ
ら
に
入
夫
の
姓
に
従
う
と
約
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
故
に
ほ
と
ん

ど
の
子
は
父
の
姓
に
従
う
た
め
で
あ
る11

。

（
二
）
台
湾
社
会
は
農
業
を
主
と
す
る
社
会
か
ら
商
工
業
を
主
と
す
る
社
会
に
変
遷
し
、家
庭
の
構
造
も
「
大
家
族
」
か
ら
、「
核
家
族
」

に
な
っ
た
、
女
性
は
高
等
教
育
を
受
け
、
重
要
な
仕
事
に
就
き
、
社
会
に
対
す
る
影
響
力
は
日
々
増
し
た
。

　

一
九
三
〇
年
に
制
定
さ
れ
た
民
法
は
、
も
は
や
台
湾
社
会
の
要
求
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
第
一
〇
五
九
条
の
規
定
は

一
九
八
五
年
、
二
〇
〇
七
年
、
二
〇
一
〇
年
の
改
正
を
経
て
、
最
後
に
二
〇
一
〇
年
四
月
三
〇
日
の
改
正
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
定

め
ら
れ
た
。

　
「
父
母
は
子
の
出
生
登
記
の
前
に
、
書
面
で
子
が
父
姓
に
従
う
か
ま
た
は
母
姓
に
従
う
か
を
約
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
約
定
し

て
い
な
い
場
合
、
ま
た
は
、
約
定
が
成
立
し
な
か
っ
た
場
合
は
、
戸
政
事
務
所
に
お
い
て
抽
籤
（
く
じ
引
き
）
で
こ
れ
を
決
定
す
る
。

子
が
出
生
の
登
記
を
経
た
後
、
成
年
に
な
る
前
に
、
父
母
は
書
面
で
父
の
姓
と
す
る
か
ま
た
は
母
の
姓
と
す
る
か
の
変
更
を
約
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
子
が
既
に
成
年
で
あ
る
な
ら
、
父
の
姓
と
す
る
か
ま
た
は
母
の
姓
と
す
る
か
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
二
項
の

変
更
は
、
各
一
回
を
限
り
と
す
る
。
以
下
の
各
号
の
事
情
の
一
つ
が
あ
れ
ば
、
法
院
は
父
母
の
一
方
ま
た
は
、
子
の
請
求
に
よ
り
、
子

の
利
益
の
た
め
に
、
子
の
姓
氏
を
父
の
姓
ま
た
は
母
の
姓
へ
の
変
更
を
宣
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
、
父
母
離
婚
の
場
合
。
二
、
父

母
の
一
方
ま
た
は
双
方
が
死
亡
し
た
場
合
。
三
、
父
母
の
一
方
ま
た
は
双
方
の
生
死
不
明
が
満
三
年
と
な
る
場
合
。
四
、
父
母
の
一
方

が
明
ら
か
に
保
護
又
は
養
育
の
義
務
を
尽
く
し
て
い
な
い
事
情
が
あ
る
場
合11

。」

（
三
）
注
意
す
べ
き
は
、法
改
正
の
過
程
に
お
け
る
最
大
の
論
争
と
な
っ
た
の
は
、「
父
母
は
合
意
で
子
女
の
姓
を
約
定
で
き
る
か
否
か
」

で
は
な
く
、
父
母
の
子
の
姓
に
つ
い
て
の
意
見
が
不
一
致
と
な
る
場
合
に
、
ど
う
解
決
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
題

に
つ
い
て
は
、
三
つ
の
見
解
が
あ
る
。
そ
の
一
は
、
父
の
姓
に
従
う
、
そ
の
二
は
、
法
院
が
子
女
の
最
善
の
利
益
の
た
め
に
決
定
す
る
、

そ
の
三
は
、
父
母
が
抽
籤
（
く
じ
引
き
）
で
決
定
す
る
。
最
後
に
は
、
法
院
の
負
担
を
増
や
さ
な
い
こ
と
と
実
行
の
便
宜
性
を
考
慮
し
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た
上
で
、
戸
籍
法
第
四
九
条
の
改
正
に
合
わ
せ
、「
約
定
し
て
い
な
い
場
合
ま
た
は
約
定
が
成
立
し
な
か
っ
た
場
合
は
、
父
母
が
戸
政

事
務
所
に
お
い
て
抽
籤
（
く
じ
引
き
）
で
こ
れ
を
決
定
す
る
。」
と
定
め
た
。
次
に
、
子
が
既
に
成
年
で
あ
る
な
ら
、
父
の
姓
ま
た
は

母
の
姓
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
規
定
に
つ
い
て
で
あ
る
。
姓
氏
選
択
は
憲
法
の
保
障
す
る
基
本
的
人
権
で
あ
る
の
で
、
故

に
成
年
は
父
母
の
同
意
を
得
ず
に
、
自
己
の
主
体
性
に
基
づ
い
て
、
父
の
姓
又
は
母
の
姓
を
選
択
す
る
権
利
を
有
す
べ
き
で
あ
る
。
そ

の
た
め
、
台
湾
民
法
第
一
〇
五
九
条
の
改
正
の
理
由
は
、
男
女
平
等
の
原
則
を
重
視
し
、
子
の
利
益
の
た
め
の
立
場
で
あ
り
、
男
尊
女

卑
と
先
祖
を
継
い
で
い
く
伝
統
を
考
慮
し
な
い
も
の
と
言
え
る11

。
た
だ
姓
名
の
変
更
は
身
分
の
安
定
と
繋
が
っ
て
い
て
、
社
会
の
取
引

の
安
全
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
た
め
、
前
二
項
の
変
更
は
、
各
々
一
回
に
限
る
と
定
め
る
の
で
あ
る
。

　
二
　
非
嫡
出
子
の
姓
氏
規
定

　

二
〇
〇
七
年
に
追
加
さ
れ
た
台
湾
民
法
第
一
〇
五
九
条
の
一
は
次
の
よ
う
に
定
め
た
。

「
非
嫡
出
子
は
母
の
姓
に
従
う
。
実
父
の
認
知
を
経
た
者
は
、
前
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
非
嫡
出
子
で
実
父
の

認
知
を
経
る
が
、
以
下
の
各
号
の
事
情
の
一
つ
が
あ
り
、
且
つ
子
の
姓
氏
に
よ
っ
て
不
利
な
影
響
が
あ
る
と
認
め
る
に
足
る
事
実
が
あ

る
と
き
、
法
院
は
父
母
の
一
方
ま
た
は
子
の
請
求
に
よ
り
、
子
の
姓
氏
を
父
の
姓
ま
た
は
母
の
姓
へ
の
変
更
を
宣
告
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
一
、
父
母
の
一
方
ま
た
は
双
方
が
死
亡
し
た
場
合
。
二
、
父
母
の
一
方
ま
た
は
双
方
の
生
死
不
明
が
満
三
年
と
な
る
場
合
。
三
、

実
母
が
非
嫡
出
子
の
権
利
義
務
の
行
使
ま
た
は
負
担
す
る
者
と
な
る
場
合
。
四
、
父
母
の
一
方
が
か
つ
て
ま
た
は
現
在
扶
養
義
務
を
尽

し
て
い
な
い
事
情
が
満
二
年
と
な
る
場
合
。」

　

そ
し
て
、
こ
の
条
文
は
二
〇
一
〇
年
、
以
下
の
よ
う
に
改
正
さ
れ
て
い
る
。「
非
嫡
出
子
は
母
の
姓
に
従
う
。
実
父
の
認
知
を
経
た

者
は
、
前
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
非
嫡
出
子
で
実
父
の
認
知
を
経
る
が
、
以
下
の
各
号
の
事
情
の
一
つ
が
あ
る

な
ら
、
法
院
は
父
母
の
一
方
ま
た
は
子
の
請
求
に
よ
り
、
子
の
利
益
の
た
め
に
、
子
の
姓
氏
を
父
の
姓
ま
た
は
母
の
姓
へ
の
変
更
を
宣
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告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
、
父
母
の
一
方
ま
た
は
双
方
が
死
亡
し
た
場
合
。
二
、
父
母
の
一
方
ま
た
は
双
方
の
生
死
不
明
が
満
三
年

と
な
る
場
合
。
三
、
子
の
姓
氏
と
権
利
義
務
の
行
使
ま
た
は
負
担
す
る
父
或
い
は
母
が
一
致
し
な
い
場
合
。
四
、
父
母
の
一
方
が
明
ら

か
に
保
護
或
い
は
養
育
の
義
務
を
尽
し
て
い
な
い
事
情
が
あ
る
場
合11

。」

　

台
湾
に
お
い
て
二
〇
〇
七
年
よ
り
以
前
は
、
非
嫡
出
子
の
姓
氏
に
関
す
る
規
定
が
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
非
嫡
出
子
の
差
別
と
な
る
恐

れ
が
あ
る
た
め
、
二
〇
〇
七
年
の
改
正
で
新
た
に
非
嫡
出
子
の
姓
氏
に
関
す
る
規
定
第
一
〇
五
九
条
の
一
を
加
え
、
且
つ
二
〇
一
〇
年

は
第
一
〇
五
九
条
第
五
項
の
修
正
に
合
わ
せ
る
た
め
に
、
文
字
の
微
調
整
も
し
た
。

　
　
　
肆
　
結
論

　

台
湾
民
法
に
お
け
る
姓
氏
に
関
す
る
規
定
の
改
正
は
、「
両
性
の
平
等
」
及
び
「
子
女
の
利
益
の
た
め
」
の
原
則
を
実
行
し
た
結
果

で
あ
り
、
台
湾
社
会
の
要
求
を
合
理
的
に
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。
台
湾
社
会
の
発
展
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
清
朝
時
代
の
台
湾
人

女
性
は
ほ
と
ん
ど
纏
足
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
行
動
が
不
便
で
あ
り
、
一
般
的
に
教
育
を
受
け
る
こ
と
も
で
き
ず
、
一
生
傍
に
い
る
男

性
の
言
い
つ
け
を
聞
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
（
嫁
ぐ
前
は
父
に
従
い
，
嫁
し
て
は
夫
に
従
い
，
夫
死
し
て
は
〔
老
い
て
は
〕
子
に

従
う
）。
日
本
統
治
時
期
の
台
湾
女
性
は
「
纏
足
か
ら
の
解
放
」
及
び
「
教
育
を
受
け
る
こ
と
」
を
経
て
、
社
会
上
の
活
動
と
役
割
が

多
種
多
様
と
な
っ
て
い
っ
た
。
現
在
の
台
湾
社
会
に
お
い
て
、
女
性
は
男
性
と
同
じ
教
育
を
受
け
る
機
会
を
取
得
し
、
各
領
域
の
専
門

知
識
及
び
能
力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
各
業
界
に
お
け
る
、
様
々
な
優
秀
な
活
動
が
、
台
湾
社
会
に
お
け
る
女
性
の
地

位
を
高
め
て
い
る
。
日
本
は
先
生
、
台
湾
は
学
生
、
台
湾
は
日
本
の
啓
蒙
を
受
け
、
現
代
化
と
い
う
道
を
踏
み
出
し
、
徐
々
に
男
尊
女

卑
の
不
平
等
観
念
か
ら
抜
け
出
し
、
公
平
、
合
理
的
、
妥
当
な
社
会
を
作
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
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参
考
資
料

台
湾
法
務
部11

に
よ
る
法
令
の
行
政
解
釈
（
八
二
）
法
律
字
第
二
一
二
一
〇
号
（
一
九
九
三
年
一
〇
月
八
日
）

一
、
婚
姻
当
事
者
が
姓
を
冠
す
る
か
冠
し
な
い
か
に
つ
い
て
約
定
し
、
戸
籍
に
登
記
し
た
後
、
再
び
約
定
し
戸
籍
の
登
記
の
一
部

を
変
更
す
る
こ
と
を
申
請
で
き
る
か
否
か
に
つ
い
て

（
一
）
以
下
の
理
由
を
基
づ
い
て
、
法
務
部
中
華
民
国
七
二
年
（
一
九
八
三
年
）
四
月
二
五
日
「
法
七
二
律
字
第
四
四
九
九
号11

」
の
法

令
解
釈
を
、
次
の
通
り
に
変
更
す
る
。

　

婚
姻
当
事
者
が
姓
を
冠
す
る
か
姓
を
冠
し
な
い
か
に
つ
い
て
約
定
し
、
戸
籍
に
登
記
し
た
後
に
、
再
び
約
定
し
て
戸
籍
の
登
記
の
変

更
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

1
．
民
法
第
一
〇
〇
〇
条
の11

夫
婦
冠
姓
の
約
定
に
つ
い
て
、
戸
籍
の
登
記
を
す
る
前
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
明
文
で
規
定
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
夫
婦
冠
姓
の
約
定
の
時
間
に
つ
い
て
は
、
法
律
の
明
文
の
制
限
は
な
い
。

2
．
法
務
部
は
中
華
民
国
七
五
年
（
一
九
八
六
年
）
五
月
二
七
日
の
「
法
七
五
律
六
三
八
八
号
」
は
、
婚
姻
に
よ
り
、
夫
婦
冠
姓
を
申

請
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
ま
た
、
離
婚
に
よ
り
夫
婦
冠
姓
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
た
。
も
し
婚
姻
当
事
者
が
戸
籍
の
登

記
の
後
に
再
び
約
定
し
て
冠
姓
の
登
記
を
変
更
す
る
申
請
が
で
き
な
い
な
ら
、
当
事
者
は
、
離
婚
し
て
冠
姓
を
取
り
消
し
、
も
う
一
度

原
配
偶
者
と
結
婚
を
し
冠
姓
せ
ず
に
登
記
す
る
か
、ま
た
は
そ
の
他
の
類
似
の
迂
迴
的
な
方
式
で
改
姓
の
目
的
を
と
げ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
は
夫
婦
が
任
意
に
改
姓
を
約
定
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
旨
が
達
成
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
結
婚
の
当
事
者

が
冠
姓
を
す
る
か
し
な
い
か
を
約
定
し
た
場
合
に
は
、
戸
籍
へ
の
登
記
の
後
に
も
う
一
度
約
定
し
て
登
記
を
変
更
す
る
と
申
請
す
る
こ
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と
を
認
め
る
方
が
、
実
益
が
あ
り
、
且
つ
法
律
の
規
定
に
も
適
合
す
る
。

3
．
戸
籍
登
記
後
、
冠
姓
の
再
約
定
ま
た
は
冠
姓
の
取
り
消
し
が
で
き
る
こ
と
は
、
当
事
者
の
間
の
親
族
関
係
、
相
続
関
係
及
び
本
人

の
権
利
義
務
関
係
に
つ
い
て
影
響
は
生
じ
な
い
。
改
姓
を
申
請
し
た
者
は
そ
の
使
用
す
べ
き
名
に
関
係
す
る
証
明
書
等
に
つ
い
て
、
そ

れ
に
合
わ
せ
て
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
自
身
の
不
便
は
増
す
が
、
公
益
に
対
し
て
な
す
影
響
に
至
っ
て
は
、
甚
だ
軽
微
と
い
え
る
。

（
二
）
本
件
の
執
行
上
の
障
害
が
生
ず
る
場
合
に
は
、
各
主
管
機
関
が
職
権
で
慎
重
に
斟
酌
す
べ
き
で
あ
り
、
法
務
部
は
意
見
を
示
す

こ
と
は
し
な
い
。

二
、
子
が
父
の
姓
ま
た
は
母
の
姓
に
従
っ
て
、
戸
籍
の
登
記
を
し
た
後
、
再
び
約
定
し
て
戸
籍
の
登
記
の
一
部
を
変
更
す
る
こ
と

が
で
き
る
か
に
つ
い
て

（
一
）
入
り
夫
婚
の
子
の
姓
は
、
も
と
も
と
父
姓
に
従
う
べ
き
か
母
姓
に
従
う
べ
き
か
に
つ
い
て
慎
重
に
決
定
し
て
い
る
た
め
、
子
の

姓
に
つ
い
て
は
任
意
に
変
更
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
法
律
の
安
定
性
を
考
慮
し
、
入
り
夫
婚
の
子
の
姓

に
つ
い
て
は
、
従
来
の
判
例
及
び
法
解
釈11

を
変
更
す
る
必
要
が
な
い
。

（
二
）
母
に
兄
弟
姉
妹
が
い
な
い
時
、
既
に
出
生
の
登
記
を
届
け
出
た
子
を
母
の
姓
に
変
更
で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て

　

民
法
第
一
〇
五
九
条
第
一
項
の
但
し
書
き
の
立
法
目
的
は
「
伝
宗
接
代
（
子
孫
が
代
々
家
を
継
い
で
い
く
こ
と
）」
の
要
求
に
適
合

さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
法
務
部
は
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
既
に
中
華
民
国
八
一
年
（
一
九
九
二
年
）
一
二
月
一
〇
日
の
八
一

律
字
第
一
八
五
六
五
号
に
よ
り
、
説
明
を
し
た
。
も
し
夫
婦
が
民
法
親
族
編
の
法
改
正
後
に
婚
姻
し
、
子
の
出
生
に
つ
い
て
戸
籍
の
登

記
を
し
た
後
、
妻
の
兄
弟
姉
妹
が
突
然
亡
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
母
側
が
兄
弟
姉
妹
の
い
な
い
状
況
に
な
る
な
ら
、
重
大
な
事
情
の

変
更
〔
事
情
変
更
の
原
則
〕
で
あ
り
、
当
事
者
が
予
見
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
た
め
、
我
が
国
の
国
民
の
「
伝
宗
接
代
（
子
孫
が
代
々

家
を
継
い
で
い
く
こ
と
）」
の
伝
統
観
念
に
、
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
例
外
的
に
そ
の
子
の
姓
の
変
更
を
認
め
て
も
、
立
法
の
主
旨
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に
悖
ら
ず
、
人
倫
に
も
合
致
す
る
。
法
務
部
は
前
掲
解
釈
に
付
け
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

注
1
　
鄧
學
仁
「
日
治
時
期
臺
灣
之
身
分
法
」（『
親
屬
法
之
變
革
與
展
望
』
一
九
九
七
年
）、
五
六
―
五
八
頁
。

2
　
王
澤
鑑
「
民
法
五
十
年
」（『
民
法
學
說
與
判
例
研
究
第
五
冊
』
一
九
八
七
年
）、
二
頁
、
台
北
、
自
刊
、
一
九
四
九
年
九
月
二
九
日
に
開
催
さ
れ

た
中
国
人
民
政
治
協
商
会
議
第
一
期
全
体
会
議
で
可
決
さ
れ
た
中
国
人
民
政
治
協
商
会
議
共
同
綱
領
の
第
一
七
条
は
、「
国
民
党
反
動
政
府
の
人

民
を
抑
圧
す
る
法
律
、
法
令
と
司
法
制
度
を
全
て
廃
棄
し
、
人
民
を
保
護
す
る
た
め
の
法
律
、
法
令
を
制
定
し
、
人
民
の
司
法
制
度
を
設
立
す
る
。」

と
定
め
た
。

3
　
こ
れ
と
類
似
す
る
外
国
の
立
法
例
は
以
下
の
よ
う
に
定
め
る
。

①
　
ス
イ
ス
民
法
第
一
六
〇
条
（
二
〇
一
三
年
一
月
一
日
時
点
）
は
「（
一
）
夫
婦
は
各
自
の
本
姓
を
維
持
す
る
。（
二
）
但
し
、
夫
婦
は
戸
籍
登

録
官
員
に
、
夫
の
姓
又
は
妻
の
姓
を
共
同
の
家
姓
と
す
る
と
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
。（
三
）
夫
婦
は
各
自
の
本
姓
を
使
用
す
る
場
合
に
は
、

子
が
夫
の
姓
又
は
妻
の
姓
を
用
い
る
こ
と
を
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
相
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
に
、
戸
籍
登
録
官
員
は
こ
の
義
務
を

免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
定
め
る
。

②
　
ド
イ
ツ
民
法
第
一
三
五
五
条
（
二
〇
一
九
年
一
月
三
一
日
時
点
）
は
「（
一
）
夫
婦
は
共
同
の
家
姓
（
婚
姓
）
を
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

夫
婦
は
そ
の
決
定
し
た
婚
姓
を
使
用
す
る
。
夫
婦
は
婚
姓
を
決
定
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
婚
姻
時
の
各
自
使
用
の
姓
を
使
用
し
、
婚
姻

後
も
ま
た
同
じ
。（
二
）
夫
婦
は
戸
籍
役
所
に
、夫
婦
の
一
方
の
出
生
の
姓
又
は
婚
姓
決
定
時
の
姓
を
示
し
て
、婚
姓
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
三
）
婚
姓
決
定
の
表
示
は
、
婚
姻
を
す
る
時
に
な
す
べ
き
で
あ
る
。
婚
姻
後
の
表
示
は
、
公
証
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
四
）
夫
婦

の
一
方
で
そ
の
姓
が
婚
姓
で
な
い
者
は
、
戸
籍
役
所
に
出
生
の
姓
を
示
し
、
或
い
は
婚
姓
決
定
時
の
姓
を
示
し
、
婚
姓
の
前
又
は
後
ろ
に

付
け
る
こ
と
が
で
き
る
［
冠
姓
］。
た
だ
し
、
婚
姓
が
複
数
の
姓
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
限
り
で
は
な
い
。
夫
婦
の
一
方
の

姓
が
複
数
姓
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
中
の
一
つ
を
冠
す
る
の
み
で
あ
る
。
戸
籍
役
所
へ
の
表
示
は
取
り
消
す
こ
と
が
で
き

る
が
、
取
り
消
し
た
後
再
び
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
冠
姓
の
表
示
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
婚
姻
時
に
ド
イ
ツ
の
戸
籍
役
所
に
表
示
を
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し
な
い
者
は
、
表
示
と
取
り
消
し
は
、
公
証
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
五
）
夫
婦
の
一
方
が
死
亡
又
は
離
婚
す
る
場
合
に
は
、
生
存
の

配
偶
者
又
は
離
婚
の
配
偶
者
は
、
婚
姓
を
称
す
る
。
た
だ
し
戸
籍
役
所
に
出
生
の
姓
或
い
は
婚
姓
決
定
前
に
常
に
使
用
し
て
い
た
姓
を
再

び
使
用
す
る
と
表
示
す
る
か
、
或
い
は
出
生
の
姓
或
い
は
婚
姓
決
定
時
使
用
の
姓
を
、
婚
姓
の
前
若
し
く
は
後
ろ
に
冠
す
る
こ
と
を
表
示

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
四
項
の
規
定
は
こ
れ
を
準
用
す
る
。（
六
）
出
生
の
姓
と
は
、
戸
籍
役
所
に
意
思
表
示
し
た
時
に
、
夫
婦
の
一
方

の
出
生
登
記
文
書
に
登
記
し
た
姓
で
あ
る
」
と
定
め
る
。

③ 

オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
（
二
〇
一
九
年
三
月
一
二
日
時
点
）
第
九
三
条
は
「（
一
）
夫
婦
は
そ
の
決
定
し
た
共
同
の
家
姓
を
使
用
し
、
決
定
し

て
い
な
い
場
合
に
は
、
夫
婦
は
今
ま
で
称
し
た
各
自
の
家
姓
を
称
す
。（
二
）
婚
約
者
又
は
婚
姻
者
は
そ
の
双
方
の
姓
の
ひ
と
つ
を
、
共
同

の
家
姓
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
姓
が
複
数
の
個
別
分
離
し
た
姓
か
ら
な
る
又
は
、
複
数
の
姓
の
間
に
ハ
イ
フ
ン
が
入
っ
た
場
合
に

は
、
姓
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
家
姓
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
夫
婦
は
双
方
の
家
姓
を
共
同
の
家
姓
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

即
ち
両
家
の
姓
を
使
用
す
る
。（
三
）
そ
の
家
姓
が
共
同
の
家
姓
に
な
ら
な
い
夫
婦
の
一
方
は
、
も
し
共
同
の
家
姓
が
複
数
姓
で
構
成
さ
れ

な
い
場
合
に
、
婚
姻
す
る
前
に
、
共
同
の
家
姓
と
自
己
の
元
来
の
家
姓
か
ら
成
る
複
合
の
姓
を
使
用
す
る
こ
と
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

も
し
家
姓
が
複
数
よ
り
成
る
場
合
に
は
、
そ
の
一
部
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。（
四
）
複
合
の
姓
は
ハ
イ
フ
ン
を
使
っ
て
区
別
す
る
。」

と
定
め
る

4
　
儀
禮
喪
服
傳「
夫
婦
，一
體
也［
夫
婦
は
一
心
同
体
で
あ
る
］。」、禮
制
喪
服
傳「
既
嫁
從
夫［
嫁
は
夫
に
従
い
］」「
夫
者
，妻
之
天
也［
夫
は
妻
の
天（
従

う
べ
き
者
）で
あ
る
］」、三
綱
六
紀
篇「
夫
為
妻
綱
…
婦
者
，伏
也
，以
禮
屈
服［
妻
は
夫
に
対
し
て
絶
対
に
服
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
婦
と
は
、

承
伏
で
あ
る
。］」、
曹
大
家
女
誡
專
心
章
「
夫
者
，
天
也
。
天
固
不
可
違
，
夫
固
不
可
逃
也
［
夫
は
妻
の
天
（
従
う
べ
き
者
）
で
あ
る
。
天
の
意

思
に
違
反
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
、妻
は
夫
か
ら
逃
げ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。］」、参
照
胡
長
清
『
中
國
民
法
親
屬
論
』
臺
五
版
（
一
九
八
六

年
）、
一
二
〇
頁
、
臺
灣
商
務
印
書
館
。

　

趙
鳳
喈
は
夫
婦
の
間
に
は
、命
令
と
服
従
の
関
係
の
み
あ
り
、平
等
と
言
え
る
関
係
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
。
参
照
趙
鳳
喈
『
民

法
親
屬
編
』
臺
修
訂
四
版
、（
一
九
七
四
年
）、
九
二
頁
、
國
立
編
譯
館
。

5　

前
掲
、
胡
長
清
、『
中
國
民
法
親
屬
論
』
臺
五
版
（
一
九
八
六
年
）、
一
二
〇
頁
。
戴
炎
輝
『
中
國
親
屬
法
』
第
七
版
、（
一
九
七
三
年
）、
一
一
二
頁
、

台
北
、
自
刊
、
陳
棋
炎
『
民
法
親
屬
』
修
訂
第
五
版
、（
一
九
七
〇
年
）、
一
一
二
―
一
一
三
頁
、
台
北
、
三
民
。
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6　

台
湾
民
法
は
、
夫
婦
が
婚
姻
時
に
、
片
方
の
姓
を
夫
婦
共
同
の
婚
姓
と
す
る
「
婚
姓
制
度
」
で
は
な
く
、「
冠
姓
制
度
」
を
採
用
し
て
い
る
。
参

照
高
鳳
仙
『
親
屬
法
―
理
論
與
實
務
』
第
一
三
版
、（
二
〇
一
二
年
）、
六
九
頁
、
台
湾
、
五
南
。

7　

前
揭
、胡
長
清
『
中
國
民
法
親
屬
論
』、一
二
五
頁
。
陳
美
伶
「
親
屬
法
上
稱
姓
之
探
討
」（『
法
令
月
刊
第
三
三
卷
第
三
期
』
一
九
八
三
年
）、一
一
頁
。

8　

吳
明
軒
「
試
評
民
法
親
屬
編
修
正
草
案
初
稿
之
得
失
」（『
政
大
法
學
評
論
第
二
〇
期
』
一
九
七
九
年
）、
二
九
頁
、
五
〇
頁
。

9　
「Law

 m
ust be stable and yet it cannot stand still.

」 R.Pound, Interpretation of Legal H
istory, Cam

bridge, 1923, P.1.

10
　
前
揭
、
戴
炎
輝
『
中
國
親
屬
法
』
第
七
版
、（
一
九
七
三
年
）、
一
一
二
―
一
一
三
頁
。

11
　
前
揭
、
陳
美
伶
「
親
屬
法
上
稱
姓
之
探
討
」（『
法
令
月
刊
第
三
三
卷
第
三
期
』
一
九
八
三
年
）、
一
一
頁
。

12　

林
秀
雄
「
論
夫
妻
之
稱
姓
」（『
家
族
法
論
集
（
三
）』
一
九
九
五
年
）、
八
七
頁
、
台
北
市
、
漢
興
。

13
　
行
政
院
衛
生
署
が
人
口
が
増
大
し
続
け
る
こ
と
を
抑
止
す
る
た
め
に
、
現
行
民
法
の
規
定
が
多
産
を
促
す
間
接
的
要
素
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
、

行
政
院
院
会
に
正
式
に
民
法
の
子
の
姓
に
関
す
る
規
定
の
改
正
を
要
求
し
た
。
一
九
八
〇
年
六
月
二
五
日
の
聯
合
報
人
口
専
題
報
道
の
三
、参
照
、

前
掲
、
陳
美
伶
「
親
屬
法
上
稱
姓
之
探
討
」
一
二
―
一
三
頁
。
こ
の
外
、
一
九
八
五
年
の
民
法
第
一
〇
五
九
条
の
改
正
の
時
、
国
民
が
嗣
子
の
観

念
に
囚
わ
れ
て
、
男
の
子
を
得
よ
う
と
、
女
の
子
を
生
み
続
け
る
こ
と
を
、
制
限
で
き
な
い
…
等
が
改
正
の
理
由
と
な
っ
た
。
蘇
達
志
「
論
男
女

平
等
原
則
與
民
法
姓
氏
之
規
定
」（『
陳
棋
炎
先
生
六
秩
華
誕
祝
賀
論
文
集
』
一
九
八
〇
年
）、
八
四
頁
、
台
北
、
三
民
。

14
　
清
朝
統
治
時
期
及
び
日
本
統
治
時
期
に
関
す
る
論
述
は
、
台
湾
の
中
央
研
究
院
の
台
湾
史
研
究
所
档
案
館
の
「
從
檔
案
看
百
年
來
臺
灣
女
性
地
位

之
轉
變
」
を
参
照
し
た
。

15　

台
湾
史
上
初
の
女
性
総
統
蔡
英
文
は
、
韓
国
史
上
初
の
女
性
大
統
領
朴
槿
恵
が
元
大
統
領
朴
正
熙
の
娘
で
あ
る
の
と
は
異
な
り
、
政
治
家
家
系
の

出
身
で
は
な
い
。

16　

中
国
大
陸
の
有
名
な
大
家
族
に
つ
い
て
、
例
え
ば
ド
ラ
マ
の
中
の
「
喬
家
大
院
」、「
王
家
大
院
」
…
等
々
。

17　

前
揭
注
（
4
）
趙
鳳
喈
『
民
法
親
屬
編
』
臺
修
訂
四
版
、
三
八
頁
。

18　

産
業
革
命
の
前
の
イ
ギ
リ
ス
社
会
で
は
、妻
は
夫
に
従
属
し
、妻
の
財
産
は
夫
に
帰
属
し
、そ
の
人
格
も
夫
の
人
格
に
吸
収
さ
れ
る
と
見
な
さ
れ
た
。

し
か
し
産
業
革
命
を
経
て
、
女
性
と
子
供
は
男
性
と
同
じ
く
工
場
に
入
り
、
仕
事
を
し
て
家
計
を
分
担
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
夫
の

絶
対
的
な
権
力
は
存
在
の
根
拠
を
失
っ
た
。
前
掲
、蘇
達
志
「
論
男
女
平
等
原
則
與
民
法
姓
氏
之
規
定
」（『
陳
棋
炎
先
生
六
秩
華
誕
祝
賀
論
文
集
』
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一
九
八
〇
年
）、
八
八
―
八
九
頁
。

19　

中
国
の
四
川
省
と
雲
南
省
の
境
で
生
活
し
て
い
る
ナ
シ
族
の
モ
ス
オ
ー
の
人
々
は
、
今
も
こ
の
よ
う
な
婚
姻
制
度
を
維
持
し
て
い
る
。
地
元
住
民

は
こ
の
婚
姻
制
度
を
「
阿
注
（
ア
ズ
ー
）
婚
」
と
呼
ぶ
。
阿
注
（
ア
ズ
ー
）
と
は
友
達
の
意
味
で
あ
る
。
阿
注
（
ア
ズ
ー
）
婚
は
、
母
系
社
会
の

遺
産
で
あ
り
、一
人
の
成
年
男
子
は
他
の
氏
族
の
全
て
の
女
性
と
の
間
に
い
つ
で
も
阿
注
（
ア
ズ
ー
）
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
、い
つ
で
も
阿
注
（
ア

ズ
ー
）
関
係
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

20　
「
男
女
同
姓
，
其
生
不
番
」（
左
傳
僖
公
二
三
年
）、「
同
姓
不
婚
，
懼
不
殖
也
」（
國
語
晉
語
）、「
不
娶
同
姓
，
重
人
倫
，
防
淫
佚
，
恥
與
禽
獸
同
」

（
白
虎
通
嫁
娶
）、「
娶
妻
避
其
同
姓
，
畏
災
亂
也
」（
國
語
晉
語
）、
前
掲
、
林
秀
雄
「
論
夫
妻
之
稱
姓
」（『
家
族
法
論
集
（
三
）』
一
九
九
五
年
）、

六
九
頁
の
注
一
六
。

21　

台
湾
の
司
法
院
大
法
官
の
釋
字
第
三
九
九
号
解
釈
は
、「
姓
名
権
は
人
格
権
の
一
種
で
あ
り
、
人
の
姓
名
は
其
の
人
格
の
表
現
で
あ
る
。
そ
の
た

め
如
何
な
る
命
名
を
す
る
か
は
国
民
の
自
由
で
あ
り
、
憲
法
第
二
二
条
の
保
障
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。」
参
照
陳
棋
炎
、
黃
宗
樂
、
郭
振
恭
『
民

法
親
屬
新
論
』
修
訂
第
一
〇
版
（
二
〇
一
一
年
）、
二
七
四
頁
、
台
北
、
三
民
。

22
　
戴
炎
輝
、
戴
東
雄
、
戴
瑀
如
『
親
屬
法
』
最
新
修
訂
版
（
二
〇
一
四
年
）、
四
四
六
頁
、
台
北
、
自
刊
。

23
　
ス
イ
ス
民
法
第
二
七
〇
条
は
「（
一
）
父
母
が
婚
姻
し
、
各
自
の
姓
を
保
留
す
る
場
合
に
は
、
婚
姻
時
に
子
の
姓
を
夫
の
姓
又
は
妻
の
姓
に
す
る

こ
と
を
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
父
母
が
決
め
た
姓
が
そ
の
子
の
姓
と
な
る
。（
二
）
父
母
は
第
一
子
が
生
ま
れ
て
か
ら
一
年
以
内
に
、
共
同

の
申
請
に
よ
り
子
の
姓
を
他
方
の
姓
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。（
三
）
父
母
は
共
同
の
家
姓
を
使
用
す
る
と
き
に
、
子
も
父
母
の
共
同
の
家

姓
を
使
用
す
る
。」と
定
め
る
。
ド
イ
ツ
民
法
第
一
六
一
六
条
は「
子
は
父
母
の
婚
姓
を
出
生
の
姓
と
す
る
」、ド
イ
ツ
民
法
第
一
六
一
七
条
は「（
一
）

婚
姓
を
決
め
て
い
な
い
場
合
に
、
父
母
は
父
の
姓
又
は
母
の
姓
を
子
の
出
生
の
姓
に
す
る
こ
と
を
決
定
し
、
共
同
で
戸
籍
機
関
に
表
示
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
父
母
は
子
の
出
生
登
記
後
に
、
初
め
て
そ
の
表
示
を
す
る
時
は
、
そ
の
表
示
は
公
証
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
父
母
の
決
定
は
、

そ
の
効
力
が
そ
の
他
の
子
に
及
ぶ
。（
二
）
父
母
が
子
の
誕
生
後
一
ヶ
月
以
内
に
、
姓
に
つ
い
て
決
定
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
、
家
庭
裁
判
所
は
、

そ
の
決
定
権
を
父
ま
た
は
母
の
一
方
に
移
転
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
項
の
規
定
は
こ
れ
を
準
用
す
る
。（
三
）
ド
イ
ツ
の
国
の
外
に
生
ま

れ
た
子
は
、
父
母
の
一
方
或
い
は
子
の
申
請
に
よ
っ
て
の
み
、
又
は
子
の
姓
を
ド
イ
ツ
の
戸
籍
機
関
登
記
簿
若
し
く
は
身
分
証
明
書
に
登
記
す
る

必
要
が
あ
る
場
合
は
、
裁
判
所
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
決
定
権
を
父
母
の
一
方
に
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
定
め
る
。
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24
　
前
揭
注
（
22
）
戴
炎
輝
、
戴
東
雄
、
戴
瑀
如
『
親
屬
法
』
最
新
修
訂
版
（
二
〇
一
四
年
）、
四
四
九
頁
、
四
五
三
頁
。

25
　
二
〇
一
四
年
七
月
一
日
時
点
の
ス
イ
ス
民
法
第
二
七
〇
条
の
一
は
「（
一
）
父
母
の
一
方
は
監
護
権
を
持
つ
場
合
、
監
護
権
を
有
す
る
側
の
父
母

の
姓
を
子
の
姓
に
す
る
。
監
護
権
が
父
母
双
方
に
帰
す
る
時
、
父
母
が
子
の
使
用
す
べ
き
父
又
は
母
の
姓
を
決
定
す
る
。（
二
）
第
一
子
が
生
ま

れ
た
後
に
父
母
の
共
同
監
護
が
成
立
し
た
場
合
に
、
父
母
は
共
同
監
護
成
立
一
年
以
内
に
、
戸
籍
の
役
人
に
子
が
父
母
の
一
方
の
姓
を
使
用
す
る

表
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
表
示
は
、
子
の
監
護
権
が
ど
ち
ら
に
帰
属
す
る
か
に
関
わ
ら
ず
、
す
べ
て
の
そ
の
他
の
共
同
の
子
に
対
し

適
用
す
る
。（
三
）
父
母
が
共
に
監
護
権
を
有
し
な
い
場
合
、母
親
の
姓
を
子
の
姓
に
す
る
。（
四
）
監
護
権
の
帰
属
の
変
更
は
姓
に
影
響
し
な
い
。

姓
の
変
更
規
定
は
影
響
を
受
け
な
い
。」
と
定
め
る
。
二
〇
一
三
年
一
月
一
日
時
点
の
ス
イ
ス
民
法
第
二
七
〇
条
の
二
は
「
子
が
満
一
二
歳
に
な

る
と
、
子
の
姓
を
変
更
す
る
に
は
子
の
同
意
を
得
る
必
要
が
あ
る
。」
と
定
め
る
。

〔
以
下
は
参
考
資
料
の
訳
者
に
よ
る
注
で
あ
る
〕

26　

台
湾
の
法
務
部
は
、
行
政
院
（
台
湾
に
お
け
る
国
家
の
最
高
行
政
機
関
）
に
属
す
る
法
務
行
政
に
関
す
る
業
務
全
般
を
担
当
す
る
省
庁
で
あ
る
。

　

法
務
部
の
起
源
は
中
国
の
律
令
体
制
下
で
の
「
刑
部
」
に
遡
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
一
九
〇
六
年
に
清
朝
が
近
代
法
制
に
基
づ
く
行
政
組
織

を
つ
く
る
た
め
、
従
来
の
司
法
機
関
で
あ
る
「
刑
部
」
を
「
法
部
」
に
改
編
し
、
法
部
は
司
法
行
政
の
最
高
機
関
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
し

て
、
一
九
一
一
年
に
は
、
中
華
民
国
の
成
立
と
と
も
に
、
司
法
行
政
の
最
高
機
関
と
し
て
「
司
法
部
」
を
設
立
し
た
。
そ
の
後
、
一
九
二
八
年

に
、
中
華
民
国
政
府
は
憲
法
の
五
権
分
立
の
原
則
に
従
い
、
司
法
院
を
成
立
し
、
そ
の
下
部
機
関
に
「
司
法
行
政
部
」
を
設
置
し
た
。
そ
の
後
、

一
九
四
四
年
に
、「
司
法
行
政
部
」
は
行
政
院
の
下
部
組
織
と
し
て
改
編
さ
れ
た
。

　

ま
た
、
一
九
八
〇
年
七
月
一
日
に
、
中
華
民
国
政
府
は
健
全
な
司
法
制
度
の
確
立
と
共
に
司
法
権
と
行
政
権
の
分
立
と
い
う
目
標
を
実
現
す
る

た
め
に
、
司
法
行
政
部
に
お
け
る
高
等
法
院
以
下
の
下
級
裁
判
所
を
司
法
院
に
、
そ
の
他
法
務
行
政
部
門
を
法
務
部
と
し
て
行
政
院
の
下
に
改
編

し
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。（
中
華
民
国
法
務
部
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
：https://w

w
w

.m
oj.gov.tw

/m
p-001.htm

l

参
照
し
作
成
し
た
。）

27　

法
七
二
律
字
第
四
四
九
九
号
の
主
旨
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
（
法
令
解
釈
の
変
更
に
よ
り
、
現
在
は
使
用
し
な
い
も
の
で
あ
る
）。

　

婚
姻
当
事
者
の
間
に
、
夫
婦
冠
姓
の
約
定
を
し
た
ま
た
は
約
定
し
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
後
、
再
び
冠
姓
を
約
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か

に
つ
い
て
は
、
現
行
の
法
令
に
お
い
て
は
、
明
確
な
規
定
が
存
在
し
て
な
い
。
し
か
し
立
法
趣
旨
か
ら
は
、
冠
姓
さ
れ
た
側
は
婚
姻
を
取
り
消
し

136



台湾社会の変遷と民法の「姓氏規定」に関する改正
 

四
二 

69－4－（名城　'20）

た
後
に
、
他
方
の
姓
を
使
用
し
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
が
、
夫
婦
一
方
の
死
亡
に
よ
り
婚
姻
が
解
消
さ
れ
た
と
き
に
、
冠
姓
が
取
り
消
さ
れ
な

い
こ
と
に
す
る
と
明
記
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
当
該
状
況
で
の
当
事
者
は
、
そ
の
姓
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

28　

現
在
の
台
湾
民
法
第
一
〇
〇
〇
条
の
規
定
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

①　

夫
婦
は
各
自
の
本
姓
を
保
有
す
る
。
た
だ
し
、
書
面
で
そ
の
本
姓
の
前
に
配
偶
者
の
姓
を
冠
す
る
こ
と
を
約
定
し
、
且
つ
戸
籍
機
関
に
登
録

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②　

配
偶
者
の
姓
を
冠
し
た
一
方
は
い
つ
で
も
そ
の
本
姓
に
戻
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
同
一
婚
姻
関
係
存
続
中
に
一
回
を
限
り
と
す
る
。

29　

台
湾
の
入
り
夫
婚
に
お
け
る
子
の
姓
に
関
す
る
判
例
と
法
解
釈
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

①
中
華
民
国
七
四
年
判
字
第
一
五
八
二
号
、
②
中
華
民
国
七
五
年
判
字
第
三
五
七
号
、
③
中
華
民
国
七
六
年
判
字
第
四
二
九
号
、
④
中
華
民
国

七
九
年
判
字
第
一
四
一
二
号
、
⑤
法
務
部
中
華
民
国
七
一
年
九
月
二
九
日
に
作
成
し
た
法
律
七
一
字
第
一
二
〇
六
号
解
釈
。

補
記

　

二
〇
一
九
年
六
月
二
六
日
、
名
城
大
学
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
「
ア
ジ
ア
学
術
交
流
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
に
よ
る
助
成
を
得
て
、
世

新
大
学
（
台
湾
）
法
学
院
陳
添
輝
教
授
の
台
湾
法
の
講
演
会
を
開
催
し
た
。
依
頼
し
た
講
演
会
の
テ
ー
マ
は
、社
会
の
変
化
と
民
法
（
家

族
法
）
の
改
正
で
あ
っ
た
。
結
婚
し
た
と
し
て
も
姓
は
変
え
た
く
な
い
と
い
う
希
望
が
な
か
な
か
認
め
ら
れ
な
い
日
本
に
お
い
て
、
他

国
で
の
姓
氏
に
関
す
る
規
定
の
あ
り
方
は
興
味
の
あ
る
問
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
講
演
内
容
を
掲
載
す
る
も
の
と
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
台
湾
で
は
、
憲
法
解
釈
や
法
令
の
統
一
解
釈
を
行
な
う
大
法
官
会
議
で
夫
婦
の
姓
の
規
定
に
関
し
て
特
に
解
釈
が
な
さ
れ

た
こ
と
は
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
法
務
部
に
よ
る
法
令
の
行
政
解
釈
が
公
表
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
な
の
で
、
併
せ
て
そ
の
翻
訳
を
参

考
資
料
と
し
て
掲
載
す
る
こ
と
に
し
た
。

　

参
考
資
料
か
ら
は
夫
婦
の
姓
に
つ
い
て
登
記
の
後
に
変
更
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
、
ま
た
子
の
姓
に
つ
い
て
も
登
記
の
後
に
変
更
が

で
き
る
の
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
母
親
に
兄
弟
が
い
な
く
な
っ
た
場
合
に
、母
の
側
の
姓
を
継
が
せ
る
た
め
に
、
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既
に
父
姓
と
し
て
い
る
子
の
姓
を
母
姓
に
変
更
で
き
る
の
か
ど
う
か
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
点
は
、
宗
と
い
う
父
系
親
族
集
団
の
継
承

と
い
う
伝
統
観
念
と
の
関
係
で
興
味
深
い
。

　

こ
こ
で
の
掲
載
原
稿
は
講
演
当
日
の
通
訳
担
当
で
あ
っ
た
劉
涓
汶
特
任
助
手
の
翻
訳
文
に
、
松
田
が
若
干
の
調
整
を
行
な
っ
た
も
の

で
あ
る
。
な
お
〔　

〕
は
訳
者
が
付
け
加
え
た
部
分
で
あ
る
。
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